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研究要旨

建築物衛生法によって管理される建築物における水の衛生管理では、貯水槽の清掃や貯水槽本体、

マンホール等をはじめとする水関連施設の点検を定期的に実施することが定められている。これらの

定期清掃、定期点検に活用できるデジタル技術として、貯水槽清掃に関連する技術としては水中で稼

働する清掃ロボットの、水関連設備定期点検に関連する技術としてはカメラ等により収集した情報に

基づき、施設における以上の有無を検知することのできる点検支援技術の開発、販売動向を調査した。

水中清掃ロボットに関しては、水道用配水池、養殖地、排水処理施設などへの適用を想定した技術が

すでに複数実用化に至っていた。一方で、販売されている製品では手動操作を念頭に置いた製品が主

流であり、自動・自立型で清掃を完結させることを念頭に置いた製品は認められなかった。点検支援

技術についても、床下などの建築物内狭小空間や可燃物が充満する可能性のある空間などでの点検を

支援する技術が複数実用化されている。調査対象とした製品の中では、カメラによる画像、動画の撮

影に加え、サーマルセンサーや集音装置なども搭載し、これらの装置から収集した情報を以上診断に

活用できる製品も存在した。一方で、点検支援技術についても、手動操作を前提とした製品が多かっ

た。以上から、貯水槽の定期清掃や水関連設備の定期点検の代替として適用可能なデジタル技術に関

しては、要素技術の開発は進展しているものの、定期清掃、定期点検の代替に至るまでには多くの技

術的課題が残っているといえる。

A．研究目的 
 本研究課題においては、特定建築物における水

関連の衛生管理のうち、貯水槽等の定期的な清掃

並びにマンホール、配管等の水関連設備の定期的

な点検に適用可能なデジタル技術に関して、調査

を行う。清掃に関しては、室内や建築物内で使用

される自動清掃ロボット等が実用化されている

が、これらの技術は陸上での稼働を前提としてい

るものが多い。一方で、貯水槽の清掃に関して

は、水中で稼働させることのできる自動清掃ロボ

ットが必要となる。水中での動作が可能な自動ロ

ボットの開発がどの程度進展しているかを調査す

るとともに、既存開発技術において想定されてい

る適用先を考慮したうえで、特定建築物内の貯水

槽の自動清掃に活用できる可能性のある技術の有

無を調査の対象とした。

 もう一方の施設・設備点検技術に関しては、近

年ではドローン等の新技術を活用した点検支援技

術の開発が活発化している。国土交通省事業で

は、道路橋及び道路トンネルの点検要領におい

て、近接目視による点検に加え、「近接目視によ

る場合と同等の評価が行える他の方法」により必

要な情報を収集することが認められており１）２）、

ドローンをはじめとする新技術の活用が進んでい
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る。また、プラント分野においても、総務省消防

庁、厚生労働省、経済産業省の 3 省により「プラ

ントにおけるドローンの安全な運用方法に関する

ガイドライン」(平成 31 年 3 月初版策定、令和 4
年 4 月改定)３）が策定され、事業者によるドロー

ンの活用が進展している。これらの事例にて活用

が想定されている技術は、適切な調整を行うこと

によって、特定建築物における設備点検にも活用

できるようになる可能性が高い。本調査では、ド

ローン等を活用した点検支援ツールの開発動向に

関する情報を収集すると同時に、現在想定されて

いる適用先並びに運用方法を精査し、特定建築物

における水関連の定期的な設備点検の代替とする

ことができる可能性の有無に関して調査を行うこ

とも目的とした。

B．研究方法 
特定建築物における貯水槽の清掃並びに貯水槽、

マンホール等の水関連設備の点検に活用できる可

能性のある自動化技術として、水中で稼働できる

清掃ロボット並びにドローン等を活用した施設・

設備点検支援技術について調査を行った。関連す

ると思われる技術について、インターネット上で

公開されている情報に基づき、現状の製品開発状

況、実用化状況を取り纏めた。

 本調査における調査対象は、特定建築物に限定

していない。水中清掃ロボットに関しては、水道

用の配水池や浄水処理設備内、さらには水道以外

で利活用される貯水設備を想定した技術も調査対

象とした。点検支援技術については、建築物の劣

化状況を点検するための技術に加え、道路、橋梁

といった土木構造物や各種工場のような製造設備

での適用が想定されている技術についても取り纏

めの対象とした。特定建築物の衛生管理において

想定される状況で活用するためには技術的な対応

が必要な余地が残っていたとしても、適切な調整、

設計変更を通じて適用できる可能性のある要素技

術を取り纏めることを本調査における主眼とした。 
 また、上述した背景から、費用に関しても、取り

まとめる技術を選定する段階においては考慮の対

象としなかった。各種技術の導入を検討する際に

は導入に係るコストと、導入したことによる労務

費等の削減効果を検討することとなるが、これら

は事案によって大きく異なることが想定されるた

め、今後、具体的な建築物への導入を計画する段

階で詳細に検討されるべき課題である。

C．研究結果

C1. 貯水槽清掃技術 
表 1 に国内で販売されている水中用清掃ロ

ボットの一例を示す。水道用配水池、養殖水槽、

排水処理施設などで適用できる技術がすでに

複数の製造者より市販されていることがわか

る。調査対象とした機器の範囲では、給電方式

はすべての製品において有線ケーブルによる

ものとなっていた。水中で、稼働不能となった

場合に機器を回収するために陸上施設とワイ

ヤー等で接続することが望ましいことも考慮

すると、水中ロボットに関しては、電源供給や

操作信号にバッテリーや無線通信を活用して

稼働可能範囲を拡大するという要求は大きく

ないものと推察される。なお、調査対象とした

製品のうち、1 番及び 2 番の製品については、

一般社団法人日本水中ロボット調査清掃協会

が定める「水中調査清掃ロボットの認定に関す

る規定」に基づく型式認定を受けており、審査

過程において日本水道協会が定める浸出試験

方法(JWWA Z108: 2016)の水質基準 51 項目の

判定を受けている４）。これらの製品は水道施設

で使用しても水質へ影響しないロボットとし

て販売されている。

 配水池の清掃に関しては、資格を持った作業

員が清掃、点検作業を行うことと定められてい

る機器が複数確認された。これは、清掃、点検

作業の良否が水道水の安全性に直結すること

から、作業員の操作技術を一定の水準に保つこ

とが必要であると判断されているためである

と考えられる。養殖水槽、排水処理施設などに

適用される製品の中には、事前に点検軌道を設

定することによる自動軌道制御装置を搭載し

ている機器もあった。このような機材を活用で

きる場合、清掃、点検の現場に作業員が立ち会
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うことが必須ではなくなる可能性も考えられ

る。 
 
C2. 水関連設備点検技術 
 貯水槽やマンホールといった水関連の設備

の点検に活用できる可能性のある技術につい

ても調査を行った。結果を表 2 に示す。設備点

検技術に関しては、建築物関連でも床下や煙突

などの狭小空間での点検を支援することを目

的に開発された製品がすでに複数市販されて

いる。また、可燃性ガスが充満する可能性があ

るなど、点検作業に危険が伴うことが考えられ

る場合に適用されることを想定した製品も販

売されている。これらの製品は、作業員との距

離が離れた状態で運用されることを想定して

いるものが多く、無線通信による遠隔操作が可

能なものが多い。また、事前に設定された巡回

スケジュールに従う、自動巡回点検が可能とな

っている製品も存在している。 
 登載されているセンサー等については、カメ

ラによる画像撮影が主流であり、調査対象とし

たすべての製品に搭載されていた。これに加え

て、可視カメラでは判別が困難な異常を検知す

るためにサーマルカメラやガス検知器、集音装

置、打診システムなどが搭載されている製品も

販売されている。これらのセンサー等について

は、建築物内の水関連設備の異常検知において

も活用できる可能性が高い。さらには、AI 等を

活用した撮影画像解析システムを活用可能な

製品もすでに販売されている。 
 調査対象とした技術にはドローンも含んで

いる。ドローンを活用することで、陸地走行ロ

ボットでは点検が不可能な貯水槽の壁面など

も点検が可能となる可能性がある。一方で、連

続飛行可能時間などは制限が生じるため、点検

作業計画の際に留意が必要となる可能性があ

る。表 2 に取りまとめた製品の中には、壁面を

走行し、タイルの劣化などを検知することので

きる製品も含まれていた。貯水槽壁面の点検な

どにおいては、このような技術も活用できる可

能性が考えられる。 

D．考察 

D1. 貯水槽清掃技術 
 水中で動作する清掃ロボット自体としては、

多くの製品がすでに市販されており、技術的開

発動向としては成熟した段階と判断すること

ができると考えられる。一方で、水道用配水池

へ適用される機材に関しては、有資格者による

操作によって運用されることとなっており、清

掃、点検作業者の業務負担の低減には資する技

術であると考えられるものの、定期的な点検、

清掃の必要性を排除することのできる技術で

はないといえる。 
 養殖水槽や排水処理施設に適用される機材

の中には、自動軌道制御装置を搭載した機材も

あることから、水中清掃ロボットの自動運転自

体は技術的には選択肢となるものと考えられ

る。例えば、配水池清掃ロボット操縦資格を有

する作業者が清掃作業中に下している各種判

断の根拠を学習させた AI システムなどを構築

した場合、当該 AI による自動運転により清掃、

点検を実施することも技術的には可能となる

可能性が考えられる。しかし、調査を実施した

範囲ではそのような取り組みは認められず、実

現に向けては相当な技術的障壁を克服するこ

とが必要であるものと推察される。また、点検

を実施しない期間中の保管方法についても、留

意が必要である。飲料水と接触し続ける状態で

の保管は適当ではないことから、清掃、点検終

了後は貯水槽外で保管することが必要となる。

定期的な清掃、点検の代替技術とするためには、

貯水槽外で保管されている水中清掃ロボット

を、清掃が必要な時期に自動的に貯水槽内に移

動させるとともに、清掃終了後に貯水槽から清

掃ロボットを回収する設備も必要となる。これ

らのことを考慮すると、特定建築物における定

期的な貯水槽の清掃、点検作業をデジタル技術

で代替するのは現段階では現実的ではないも

のと考えられる。上述した技術、設備の開発が

進んだ際には、現実的な選択肢となる可能性も

あるため、技術開発動向に関する調査の継続が

必要であるといえる。 
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D2. 水関連設備点検技術 
 近接目視と同等の評価を行うために必要な

画像情報を取得できる技術として、点検ロボッ

トや点検用ドローンなど多くの製品が開発、販

売されていることが明らかとなった。調査対象

とした製品の中にはサーマルセンサーやマイ

ク等の集音装置を搭載した製品も存在してお

り、これらの装置から収集される情報も活用し

ながら点検を行うことで、異常検知の精度を向

上させることが可能となっているものと考え

られる。

また、点検支援技術については AI の活用に

向けた技術開発も進展しており、一部の製品に

おいては点検用ロボットで撮影された画像か

ら異常箇所を検知することのできるシステム

が実装されている。このような技術においては、

上述したサーマルセンサーや集音装置等で収

集された情報も AI の学習方法次第では活用す

ることが可能となると考えられるため、今後は

様々な点検項目において、異常の有無を判別で

きる AI が開発されていく可能性が期待される。 
 一方、現状においては、調査対象とした製品

の大半が手動運転での運用を想定したもので

あった。すなわち、これらの技術を活用する場

合においても、点検作業者が定期的に点検作業

を実施するという状況が継続することとなる。

そのため、現段階においては、デジタル技術の

活用を通じた定期検査の見直しを実施できる

段階にはないものと判断される。自走式の点検

ロボットを自動型、もしくは自律型として運用

できるようになった場合においても、点検経路

の確保や異なる階への移動手段の確保などが

課題として残るものと考えられる。建築物利用

者の活動区域に侵入する必要性が生じる場合

においては、利用者との接触事故等が生じない

ような対策も必要となるものと考えられる。ま

た、ドローンを活用する場合においては、飛行

計画の通報や飛行日誌の記載など、法的な対応

が必要となる場合も想定される。建築物衛生へ

のデジタル技術の活用の一環として自動点検

ロボットの活用を検討する際には、これらの点

に関しても留意が必要である。

E．結論

 特定建築物における水の衛生管理に活用でき

るデジタル技術として、水中で稼働できる清掃ロ

ボット並びに貯水槽等水関連施設の点検に活用

できる可能性のあるロボット等に関して調査を

行った。水中で稼働できるロボットとしては、多

くの製品が開発、販売されており、ロボットの技

術水準としては活用可能な段階に到達している

ものと考えられた。一方、現在販売されているロ

ボットにおいては、点検作業者が手動で操作する

製品が中心であり、デジタル技術による定期点検

の代替手法として活用されることが想定されて

いる製品は調査した範囲においては見つけられ

なかった。水関連設備点検技術に関しても、カメ

ラに加え、サーマルセンサーや収音装置などを搭

載した点検ロボットや点検ドローンが販売され

ていることが確認できた。しかし、これらの点検

ロボット、点検ドローンにおいても、手動での操

作が前提とされているものが主要であった。定期

点検、清掃の代替手法としてこれらの製品を活用

するためには、現段階では多くの障壁が残されて

いるものといえる。

F．研究発表 
１．論文発表

  なし

２．学会発表

なし

G．知的財産権の出願・登録状況（予定を含む） 
１．特許取得

  なし

２．実用新案登録

 なし

３．その他

  なし
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表 1 水中清掃ロボットの例 
No. 名称 メーカー 自動/手動 適用先 給電方式 備考 

1 水中底面掃除ロボット 

CUV-40 

広和株式会

社 

手動(有線遠隔

操作) 

配水池など 有線ケーブル 

(AC 100 V) 

有資格者が操

作 

2 クリア Ａ-1 型 株式会社ア

ークエンジ

ニアリング 

手動(有線遠隔

操作) 

配水池など 有線ケーブル 

(AC 100 V) 

有資格者が操

作 

3 "ドルフィン バイオスター

(バキューム式対応型)、ド

ルフィン ジャイロ DX(低

水深プール対応型)、ドル

フィン マクロ LED(壁面

清掃特化型) 

株式会社ジ

ェイ・シ

ー・イー・

オーバーシ

ーズ 

自動/手動(無

線遠隔操作) 

流水地、養殖

水槽、排水処

理施設の貯水

槽など 

有線ケーブル 

(AC 100 V) 

自動起動制御

装置搭載 

壁面清掃も可

能 

4 水中調査清掃ロボット 水

中エニー 

トピー工業

株式会社 

手動(有線遠隔

操作) 

配水池など 有線ケーブル 

(AC 100 V) 

有資格者が操

作 

5 水中清掃ロボット The 

Bull、Mini Bull 

千代田商事

株式会社 

手動(無線遠隔

操作) 

土砂が堆積し

た水中部分、

暗渠水路内、

水中構造物内 

記載なし  

6 水中ドローン アクアブル

ーH01 

中里建設株

式会社 

手動(無線遠隔

操作)  

配水池、浄水

池をはじめ、

開口 60cm 以

上あるほとん

どの施設 

有線ケーブル 点検用の機材

(清掃機能な

し) 

複数のセンサ

ー、カメラ等

を搭載 

7 貯水槽清掃ロボット 株式会社 

興和 

手動(無線遠隔

操作) 

配水池など 有線ケーブル 発電機でも起

動可 
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表 2 設備点検技術の例

No. 名称 メーカー 手動/自動 適用先 備考

1 床下・設備点検ロボット 

エニーライト

トビー工業株式

会社

手動遠隔操

作(有線/無

線) 

瓦礫などの不整

地、床下や設備

内部など

2 プラント自動巡回点検防

爆ロボット

EX ROVR "ASCENT" 

三菱重工 自動(巡回ス

ケジュール

に従う) 

主に可燃性ガス

がある危険場

（Zone1）、石油

プラント

可視カメラ、熱画像カメ

ラ、ガス検知器、マイク等

を搭載

3 超狭小空間点検ドローン

IBIS2 

株式会社

Liberaware（リ

ベラウェア）

手動遠隔操

作(無線) 

下水道、煙突内

部、ボイラー、

蒸留塔内部など

狭小空間への進入が可能

電波が届かない場所への対

応技術あり

最大飛行時間は 11 分 

4 点検・測量ドローン

ELIOS 3 

ブルーイノベー

ション株式会社

手動遠隔操

作(無線) 

プラント施設、

インフラ施設、

工場、船舶のド

ックなど

4K カメラ、サーマルカメ

ラ、距離センサーを搭載、

暗闇の中でも人による目視

点検と同等の検知が可能

5 アミューズワンセルフ社

製

「GLOW.H（グロウ.エ

イチ）」、「GLOW.L（グ

ロウ.エル）」

ソフトバンク株

式会社

手動遠隔操

作(無線) 

マンションや商

業ビル、高所ビ

ル、森林(現況点

検)、鉄塔や煙

突、架橋など

導入前のサポートからドロ

ーン機器の手配、飛行の申

請、取得したデータの AI

自動分析やレポート管理を

受託

6 プラント点検用ドローン

Rangle 5 

ドローンスポー

ツ株式会社

手動遠隔操

作(無線) 

プラント、工場

など

点検に必要な機能を厳選し

て搭載(低コスト化) 

熟練技術者による現場点

検、現場管理、報告書作成

の受託も可能

7 壁面走行ロボットによる

外壁点検システム

髙松建設株式会

社、青木あすな

ろ建設株式会

社、非破壊検査

株式会社

有線で運用 ビルなどの建築

物

壁面を走行し、タイルの劣

化、損傷を検知

カメラユニットと打診シス

テムを搭載

8 インフラ用狭小空間点検

ロボット moogle evo

（モーグルエヴォ）

大和ハウス工業

株式会社

手動遠隔操

作(無線) 

住宅等の狭小空

間、橋梁、共同

溝など

クラック幅自動判定機能搭

載
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